
○ 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 施 行 条 例 （ 昭 和 59年 12月 14日 条 例 第 31号 ）  

風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 施 行 条 例  

昭 和 五 十 九 年 十 二 月 十 四 日  

条 例 第 三 十 一 号  

  

改 正  昭 和 六 一 年  七 月 三 〇 日 条 例 第 三 一 号  平 成  元 年  二 月 二 三 日 条 例 第 一 七 号   

   平 成  三 年  二 月 二 二 日 条 例 第 二 号  平 成  四 年  三 月 二 六 日 条 例 第 五 五 号   

   平 成  四 年  三 月 二 六 日 条 例 第 五 六 号  平 成  四 年 一 〇 月 一 六 日 条 例 第 七 一 号   

   平 成  七 年  三 月 一 〇 日 条 例 第 二 九 号  平 成  八 年  三 月 二 五 日 条 例 第 一 五 号   

   平 成 一 〇 年 一 二 月 二 二 日 条 例 第 五 一 号  平 成 一 二 年  三 月 二 四 日 条 例 第 三 九 号   

   平 成 一 三 年  二 月 二 三 日 条 例 第 二 三 号  平 成 一 三 年  二 月 二 三 日 条 例 第 二 五 号   

   平 成 一 三 年 一 二 月 二 一 日 条 例 第 六 三 号  平 成 一 四 年  三 月 二 六 日 条 例 第 三 七 号   

   平 成 一 七 年  二 月 二 二 日 条 例 第 四 四 号  平 成 一 七 年  四 月  八 日 条 例 第 四 九 号   

   平 成 一 七 年 一 〇 月 二 五 日 条 例 第 一 〇 一 号  平 成 一 八 年  三 月 三 〇 日 条 例 第 三 〇 号   

   平 成 一 八 年  七 月 一 四 日 条 例 第 四 五 号  平 成 二 二 年  九 月 二 四 日 条 例 第 四 四 号   

   平 成 二 四 年 一 二 月 二 一 日 条 例 第 一 〇 一 号  平 成 二 七 年  三 月 二 〇 日 条 例 第 一 八 号   

   平 成 二 七 年 一 二 月 二 五 日 条 例 第 六 九 号     

風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 施 行 条 例  

（ 趣 旨 ）  

第 一 条  こ の 条 例 は 、 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 百 二

十 二 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 定 義 ）  

第 二 条  こ の 条 例 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ

る 。  

一  第 一 種 地 域  主 と し て 住 居 に よ り 、 市 街 地 が 形 成 さ れ て い る 地 域 及 び 現 に 市 街 地 が 形 成 さ れ る

こ と が 見 込 ま れ る 地 域 で あ つ て 、 次 に 掲 げ る も の  

イ  都 市 計 画 法 （ 昭 和 四 十 三 年 法 律 第 百 号 ） 第 八 条 第 一 項 第 一 号 に 規 定 す る 第 一 種 低 層 住 居 専 用

地 域 、 第 二 種 低 層 住 居 専 用 地 域 、 第 一 種 中 高 層 住 居 専 用 地 域 、 第 二 種 中 高 層 住 居 専 用 地 域 、 第

一 種 住 居 地 域 、 第 二 種 住 居 地 域 及 び 準 住 居 地 域 （ 駅 の 周 辺 、 観 光 地 そ の 他 商 業 の 用 途 に 供 さ れ

る 地 域 で 、 人 が 多 数 往 来 す る も の を 除 く 。 ）  

ロ  都 市 計 画 法 第 八 条 第 一 項 第 一 号 に 規 定 す る 用 途 地 域 以 外 の 地 域 の う ち 、 専 ら 住 居 の 用 途 に 供

さ れ る 一 団 の 土 地 の 面 積 が 十 ヘ ク タ ー ル 以 上 で あ り 、 か つ 、 当 該 地 域 に あ る 住 居 の 戸 数 が お お

む ね 五 十 戸 以 上 で あ る 地 域  

二  第 二 種 地 域  主 と し て 商 業 の 用 途 に 供 さ れ る 店 舗 等 に よ り 、 市 街 地 が 形 成 さ れ て い る 地 域 及 び

現 に 市 街 地 化 さ れ つ つ あ る 地 域 で あ つ て 、 都 市 計 画 法 第 八 条 第 一 項 第 一 号 に 規 定 す る 商 業 地 域  

一 部 改 正 〔 平 成 七 年 条 例 二 九 号 〕  

（ 告 示 ）  

第 三 条  前 条 各 号 に 掲 げ る 地 域 に つ い て は 、 千 葉 県 公 安 委 員 会 が 告 示 す る も の と す る 。  

第 四 条  削 除  

削 除 〔 平 成 元 年 条 例 一 七 号 〕  

（ 風 俗 営 業 の 営 業 制 限 地 域 ）  

第 五 条  法 第 四 条 第 二 項 第 二 号 に 規 定 す る 条 例 で 定 め る 地 域 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る と お り と す る 。  

一  第 一 種 地 域  

二  学 校 教 育 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 二 十 六 号 ） 第 一 条 に 規 定 す る 学 校 （ 同 条 に 規 定 す る 大 学 を 除

く 。 ） 又 は 児 童 福 祉 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 百 六 十 四 号 ） 第 七 条 第 一 項 に 規 定 す る 保 育 所 若 し く

は 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 の 敷 地 （ こ れ ら の 用 に 供 す る も の と 決 定 し た 土 地 を 含 む 。 ） の 周 囲 百

メ ー ト ル （ 営 業 所 が 第 二 種 地 域 内 に あ る 場 合 に あ つ て は 、 七 十 メ ー ト ル ） 以 内 の 地 域  

三  学 校 教 育 法 第 一 条 に 規 定 す る 大 学 、 図 書 館 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 十 八 号 ） 第 二 条 第 一 項 に

規 定 す る 図 書 館 、 児 童 福 祉 法 第 七 条 第 一 項 に 規 定 す る 児 童 福 祉 施 設 （ 同 項 に 規 定 す る 保 育 所 及 び

幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 を 除 く 。 ） 又 は 医 療 法 （ 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 二 百 五 号 ） 第 一 条 の 五 第 一



項 に 規 定 す る 病 院 若 し く は 同 条 第 二 項 に 規 定 す る 診 療 所 （ 患 者 を 入 院 さ せ る た め の 施 設 を 有 す る

も の に 限 る 。 第 十 三 条 及 び 第 十 五 条 の 五 に お い て 同 じ 。 ） の 敷 地 （ こ れ ら の 用 に 供 す る も の と 決

定 し た 土 地 を 含 む 。 ） の 周 囲 七 十 メ ー ト ル （ 営 業 所 が 第 二 種 地 域 内 に あ る 場 合 に あ つ て は 、 五 十

メ ー ト ル ） 以 内 の 地 域  

２  前 項 の 規 定 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 営 業 所 に つ い て は 適 用 し な い 。  

一  列 車 等 常 態 と し て 移 動 す る 施 設 に お い て 行 わ れ る 風 俗 営 業 に 係 る 営 業 所  

二  法 第 二 条 第 一 項 第 四 号 及 び 第 五 号 の 風 俗 営 業 （ 祭 礼 、 縁 日 等 地 域 的 慣 習 に よ る 催 物 に 伴 つ て 行

う 風 俗 営 業 で あ つ て 、 三 月 以 内 の 期 間 を 限 つ て 行 う も の に 限 る 。 ） に 係 る 営 業 所  

一 部 改 正 〔 昭 和 六 一 年 条 例 三 一 号 ・ 平 成 四 年 七 一 号 ・ 一 〇 年 五 一 号 ・ 一 三 年 二 三 号 ・ 一 八

年 四 五 号 ・ 二 七 年 一 八 号 ・ 六 九 号 〕  

（ 風 俗 営 業 の 営 業 時 間 の 特 例 ）  

第 六 条  法 第 十 三 条 第 一 項 第 一 号 に 規 定 す る 習 俗 的 行 事 そ の 他 の 特 別 な 事 情 の あ る 日 と し て 条 例 で 定

め る 日 は 次 の 各 号 に 掲 げ る 日 と し 、 当 該 特 別 な 事 情 の あ る 日 に 係 る 同 号 に 規 定 す る 条 例 で 定 め る 地

域 は そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る 地 域 と し 、 同 号 に 係 る 同 項 各 号 列 記 以 外 の 部 分 た だ し 書 に 規 定 す る

条 例 で 定 め る 時 は 午 前 一 時 と す る 。  

一  一 月 一 日 か ら 八 日 ま で 及 び 十 二 月 二 十 五 日 か ら 三 十 一 日 ま で  県 内 全 域  

二  祭 礼 そ の 他 特 別 の 行 事 が 行 わ れ る 日 と し て 、 千 葉 県 公 安 委 員 会 が 告 示 に よ り 指 定 し た 日  千 葉

県 公 安 委 員 会 が 当 該 告 示 に よ り 指 定 し た 日 に 係 る 祭 礼 そ の 他 特 別 の 行 事 が 行 わ れ る 地 域 と し て 千

葉 県 公 安 委 員 会 が 当 該 告 示 に よ り 指 定 し た 地 域 及 び 当 該 地 域 以 外 の 地 域 の う ち 次 項 に 定 め る 地 域

に 該 当 す る 地 域  

２  風 俗 営 業 （ ぱ ち ん こ 屋 及 び 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 施 行 令 （ 昭 和 五 十

九 年 政 令 第 三 百 十 九 号 ） 第 八 条 に 規 定 す る 営 業 （ 以 下 「 ぱ ち ん こ 屋 等 」 と い う 。 ） を 除 く 。 ） に つ

き 法 第 十 三 条 第 一 項 第 二 号 に 規 定 す る 午 前 零 時 以 後 に お い て 風 俗 営 業 を 営 む こ と が 許 容 さ れ る 特 別

な 事 情 の あ る 地 域 と し て 条 例 で 定 め る 地 域 は 第 二 種 地 域 の う ち 次 の 各 号 の い ず れ に も 該 当 す る 地 域

と し て 千 葉 県 公 安 委 員 会 が 告 示 に よ り 指 定 し た 地 域 と し 、 同 号 に 係 る 同 項 各 号 列 記 以 外 の 部 分 た だ

し 書 に 規 定 す る 条 例 で 定 め る 時 は 午 前 一 時 と す る 。  

一  店 舗 が 多 数 集 合 し て お り 、 か つ 、 風 俗 営 業 、 遊 興 飲 食 店 営 業 並 び に 深 夜 に お い て 営 ま れ る 酒 類

提 供 飲 食 店 営 業 及 び 興 行 場 営 業 （ 興 行 場 法 （ 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 百 三 十 七 号 ） 第 一 条 第 二 項 に 規

定 す る 興 行 場 営 業 を い う 。 ） の 営 業 所 が 一 平 方 キ ロ メ ー ト ル に つ き お お む ね 三 百 箇 所 以 上 の 割 合

で 設 置 さ れ て い る 地 域 （ 第 十 五 条 の 五 に お い て 「 風 俗 営 業 等 密 集 地 域 」 と い う 。 ） で あ る こ と 。  

二  次 に 掲 げ る 地 域 で な い こ と 。  

イ  住 居 が 多 数 集 合 し て お り 、 住 居 以 外 の 用 途 に 供 さ れ る 土 地 が 少 な い 地 域 （ 以 下 こ の 条 及 び 第

十 五 条 の 五 に お い て 「 住 居 集 合 地 域 」 と い う 。 ）  

ロ  住 居 集 合 地 域 以 外 の 地 域 の う ち 、住 居 の 用 に 併 せ て 商 業 又 は 工 業 の 用 に 供 さ れ て い る 地 域 で 、

住 居 が 相 当 数 集 合 し て い る た め 、 深 夜 に お け る 当 該 地 域 の 風 俗 環 境 の 保 全 に つ き 特 に 配 慮 を 必

要 と す る も の  

ハ  イ 又 は ロ に 掲 げ る 地 域 に 隣 接 す る 地 域 （ 幹 線 道 路 の 各 側 端 か ら 外 側 お お む ね 五 十 メ ー ト ル を

限 度 と す る 区 域 内 の 地 域 を 除 く 。 ）  

一 部 改 正 〔 平 成 一 〇 年 条 例 五 一 号 ・ 二 七 年 六 九 号 〕  

（ 風 俗 営 業 の 営 業 時 間 の 制 限 ）  

第 七 条  風 俗 営 業 は 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 営 業 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 中 欄 に 掲 げ る 地 域 に つ き 、 そ れ

ぞ れ 当 該 下 欄 に 定 め る 時 間 に お い て 、 こ れ を 営 ん で は な ら な い 。  

  

 風 俗 営 業（ ぱ ち ん こ 屋 等 を

除 く 。 ）  

第 一 種 地 域  午 前 六 時 後 午 前 十 時 ま で 及 び 午 後 十 一 時 か ら 翌 日

の 午 前 零 時 前 （ 十 二 月 二 十 四 日 及 び 前 条 第 一 項 第

一 号 に 掲 げ る 日 （ 一 月 八 日 を 除 く 。 ） 並 び に 同 項

第 二 号 の 規 定 に よ り 指 定 し た 地 域 に お け る 同 号 の

指 定 し た 日 の 前 日 に あ つ て は 、 午 前 六 時 後 午 前 十

時 ま で ）  

 



 ぱ ち ん こ 屋 等  別 表 に 掲 げ る 地

域  

午 前 六 時 後 午 前 十 時 ま で 及 び 午 後 十 一 時 か ら 翌 日

の 午 前 零 時 前 （ 十 二 月 二 十 四 日 及 び 前 条 第 一 項 第

一 号 に 掲 げ る 日 （ 一 月 八 日 を 除 く 。 ） 並 び に 同 項

第 二 号 の 規 定 に よ り 指 定 し た 地 域 に お け る 同 号 の

指 定 し た 日 の 前 日 に あ つ て は 、 午 前 六 時 後 午 前 十

時 ま で 及 び 午 後 十 一 時 か ら 翌 日 の 午 前 一 時 ま で ）  

 

一 部 改 正 〔 平 成 一 〇 年 条 例 五 一 号 ・ 二 七 年 六 九 号 〕  

（ 風 俗 営 業 に 係 る 騒 音 及 び 振 動 の 数 値 ）  

第 八 条  法 第 十 五 条 に 規 定 す る 条 例 で 定 め る 騒 音 に 係 る 数 値 は 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 地 域 ご と に 、

当 該 下 欄 に 掲 げ る 時 間 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 同 欄 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

  

 

地 域  

数 値   

 
午 前 六 時 後 午 後 六 時 前  

午 後 六 時 か ら 午 後 十 時

前  

午 後 十 時 か ら 翌 日 の 午

前 六 時 ま で  

 

 第 一 種 地 域  五 十 デ シ ベ ル  四 十 五 デ シ ベ ル  四 十 デ シ ベ ル   

 第 二 種 地 域  六 十 五 デ シ ベ ル  六 十 デ シ ベ ル  五 十 デ シ ベ ル   

 第 一 種 地 域 及 び 第 二 種

地 域 以 外 の 地 域  
六 十 デ シ ベ ル  五 十 五 デ シ ベ ル  五 十 デ シ ベ ル  

 

２  法 第 十 五 条 に 規 定 す る 条 例 で 定 め る 振 動 に 係 る 数 値 は 、 五 十 五 デ シ ベ ル と す る 。  

一 部 改 正 〔 平 成 一 〇 年 条 例 五 一 号 ・ 二 七 年 六 九 号 〕  

第 九 条  削 除  

〔 平 成 一 二 年 条 例 三 九 号 〕  

（ 風 俗 営 業 者 の 遵 守 事 項 ）  

第 十 条  法 第 二 条 第 二 項 の 風 俗 営 業 者 （ 以 下 「 風 俗 営 業 者 」 と い う 。 ） は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 事 項 を

遵 守 し な け れ ば な ら な い 。  

一  営 業 所 で 卑 わ い な 行 為 そ の 他 善 良 の 風 俗 を 害 す る 行 為 を し 、 又 は 客 に こ れ ら の 行 為 を さ せ な い

こ と 。  

二  風 俗 営 業 の 用 に 供 す る 家 屋 又 は 施 設 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 営 業 用 家 屋 等 」 と い う 。 ） で 客 を

就 寝 さ せ 、 又 は 宿 泊 さ せ な い こ と （ 当 該 営 業 用 家 屋 等 を 旅 館 業 法 （ 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 百 三 十 八

号 ） 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る ホ テ ル 営 業 及 び 旅 館 営 業 （ 同 法 第 三 条 第 一 項 の 許 可 を 受 け て 営 む も

の に 限 る 。 ） に 係 る 施 設 と し て 兼 用 し て い る 場 合 を 除 く 。 ） 。  

三  客 の 求 め な い 飲 食 物 を 提 供 し な い こ と 。  

四  法 第 十 七 条 の 規 定 に よ り 表 示 さ れ た 料 金 以 外 の 料 金 を 客 に 請 求 し な い こ と 。  

五  営 業 時 間 中 に お い て 、 営 業 所 入 口 及 び 客 室 に 施 錠 を し 、 又 は さ せ な い こ と 。  

六  営 業 用 家 屋 等 で 店 舗 型 性 風 俗 特 殊 営 業 又 は 店 舗 型 電 話 異 性 紹 介 営 業 を 営 ま な い こ と 。  

一 部 改 正 〔 平 成 一 〇 年 条 例 五 一 号 ・ 一 三 年 六 三 号 〕  

（ 遊 技 場 営 業 者 の 特 別 遵 守 事 項 ）  

第 十 一 条  法 第 二 条 第 一 項 第 四 号 又 は 第 五 号 の 営 業 に 係 る 風 俗 営 業 者 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 事 項 を 遵

守 し な け れ ば な ら な い 。  

一  営 業 所 で 賭 博 類 似 行 為 そ の 他 著 し く 射 幸 心 を そ そ る お そ れ の あ る 行 為 を し 、 又 は 客 に こ れ ら の

行 為 を さ せ な い こ と 。  

二  著 し く 射 幸 心 を そ そ る お そ れ の あ る 方 法 で 営 業 し な い こ と 。  

２  前 項 に 定 め る も の の ほ か 、 法 第 二 条 第 一 項 第 四 号 の 営 業 （ ぱ ち ん こ 屋 及 び 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び

業 務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 施 行 令 第 十 五 条 に 規 定 す る 営 業 に 限 る 。 ） に 係 る 風 俗 営 業 者 は 、 次 の

各 号 に 掲 げ る 事 項 を 遵 守 し な け れ ば な ら な い 。  

一  客 に 提 供 し た 賞 品 を 他 人 に 買 い 取 ら せ な い こ と 。  

二  営 業 所 で 客 に 飲 酒 さ せ な い こ と 。  

一 部 改 正 〔 平 成 一 〇 年 条 例 五 一 号 ・ 二 七 年 六 九 号 〕  

（ 年 少 者 の 立 入 禁 止 等 ）  



第 十 二 条  法 第 二 条 第 一 項 第 五 号 の 営 業 を 営 む 者 （ 次 項 の 風 俗 営 業 者 を 除 く 。 ） は 、 午 後 六 時 か ら 午

後 十 時 前 の 時 間 に お い て 十 六 歳 未 満 の 者 を 営 業 所 に 客 と し て 立 ち 入 ら せ て は な ら な い 。  

２  法 第 二 条 第 一 項 第 五 号 の 営 業 に 係 る 風 俗 営 業 者 は 、 午 後 六 時 か ら 午 後 十 時 前 の 時 間 に お い て 十 六

歳 未 満 の 者 を 営 業 所 に 客 と し て 立 ち 入 ら せ る と き は 、 保 護 者 の 同 伴 を 求 め な け れ ば な ら な い 。  

全 部 改 正 〔 平 成 二 七 年 条 例 六 九 号 〕  

（ 店 舗 型 性 風 俗 特 殊 営 業 等 の 禁 止 区 域 の 基 準 と な る 施 設 ）  

第 十 三 条  法 第 二 十 八 条 第 一 項 （ 法 第 三 十 一 条 の 三 第 二 項 の 規 定 に よ り 適 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） に 規

定 す る 条 例 で 定 め る 施 設 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る と お り と す る 。  

一  医 療 法 第 一 条 の 五 第 一 項 に 規 定 す る 病 院 及 び 同 条 第 二 項 に 規 定 す る 診 療 所  

二  社 会 教 育 法 （ 昭 和 二 十 四 年 法 律 第 二 百 七 号 ） 第 二 十 一 条 第 一 項 に 規 定 す る 公 民 館  

三  博 物 館 法 （ 昭 和 二 十 六 年 法 律 第 二 百 八 十 五 号 ） 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 博 物 館 及 び 同 法 第 二 十

九 条 に 規 定 す る 博 物 館 に 相 当 す る 施 設  

四  都 市 公 園 法 （ 昭 和 三 十 一 年 法 律 第 七 十 九 号 ） 第 二 条 第 一 項 第 一 号 に 規 定 す る 公 園 又 は 緑 地  

一 部 改 正 〔 昭 和 六 一 年 条 例 三 一 号 ・ 平 成 四 年 七 一 号 ・ 一 〇 年 五 一 号 ・ 一 三 年 六 三 号 ・ 一 八

年 三 〇 号 〕  

（ 店 舗 型 性 風 俗 特 殊 営 業 等 の 禁 止 地 域 ）  

第 十 四 条  店 舗 型 性 風 俗 特 殊 営 業 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 営 業 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め

る 地 域 に お い て 、 こ れ を 営 ん で は な ら な い 。  

一  法 第 二 条 第 六 項 第 一 号 及 び 第 二 号 の 営 業  別 表 に 掲 げ る 地 域  

二  法 第 二 条 第 六 項 第 三 号 、 第 五 号 及 び 第 六 号 の 営 業  第 二 種 地 域 以 外 の 地 域  

三  法 第 二 条 第 六 項 第 四 号 の 営 業 の う ち 個 室 に 自 動 車 の 車 庫 が 個 々 に 接 続 す る 施 設 で あ つ て 、 次 の

い ず れ か に 該 当 す る 構 造 設 備 を 有 す る も の に 係 る 営 業  県 内 全 域  

イ  個 室 に 接 続 す る 車 庫 （ 二 以 上 の 側 壁 （ カ ー テ ン 、 つ い た て 等 を 含 む 。 ） 及 び 屋 根 を 有 す る も

の に 限 る 。 以 下 こ の 号 に お い て 同 じ 。 ） の 出 入 口 が 扉 等 に よ つ て 遮 へ い で き る も の  

ロ  車 庫 の 内 部 か ら 個 室 に 通 じ る 専 用 の 人 の 出 入 口 又 は 階 段 若 し く は 昇 降 機 が 設 け ら れ て い る も

の  

ハ  個 室 と 車 庫 と が 専 用 の 通 路 に よ つ て 接 続 し て い る も の に あ つ て は 、 当 該 通 路 の 内 部 が 外 部 か

ら 見 え な い も の  

四  法 第 二 条 第 六 項 第 四 号 の 営 業 の う ち 前 号 の 営 業 を 除 く 営 業  第 二 種 地 域 以 外 の 地 域  

２  受 付 所 営 業 （ 法 第 三 十 一 条 の 二 第 四 項 に 規 定 す る 受 付 所 営 業 を い う 。 次 条 に お い て 同 じ 。 ） は 、

別 表 に 掲 げ る 地 域 に お い て 、 こ れ を 営 ん で は な ら な い 。  

一 部 改 正 〔 平 成 一 〇 年 条 例 五 一 号 ・ 一 八 年 三 〇 号 ・ 二 二 年 四 四 号 〕  

（ 店 舗 型 性 風 俗 特 殊 営 業 等 の 深 夜 に お け る 営 業 時 間 の 制 限 ）  

第 十 五 条  法 第 二 十 八 条 第 四 項 に 規 定 す る 店 舗 型 性 風 俗 特 殊 営 業 及 び 受 付 所 営 業 は 、 次 の 表 の 上 欄 に

掲 げ る 営 業 の 区 分 に 応 じ 、当 該 中 欄 に 掲 げ る 地 域 に つ き 、そ れ ぞ れ 当 該 下 欄 に 定 め る 時 間 に お い て 、

こ れ を 営 ん で は な ら な い 。  

  

 法 第 二 条 第 六 項 第 一 号 及

び 第 二 号 の 営 業 並 び に 受

付 所 営 業  

県 内 全 域  午 前 零 時 か ら 午 前 六 時 ま で   

 法 第 二 条 第 六 項 第 三 号 、第

五 号 及 び 第 六 号 の 営 業  

第 二 種 地 域 以 外 の 地 域  午 前 零 時 か ら 午 前 六 時 ま で   

 第 二 種 地 域  午 前 一 時 後 午 前 六 時 ま で   

一 部 改 正 〔 平 成 一 〇 年 条 例 五 一 号 ・ 一 八 年 三 〇 号 ・ 二 二 年 四 四 号 ・ 二 七 年 六 九 号 〕  

（ 店 舗 型 性 風 俗 特 殊 営 業 、 無 店 舗 型 性 風 俗 特 殊 営 業 及 び 映 像 送 信 型 性 風 俗 特 殊 営 業 の 広 告 又 は 宣 伝

の 制 限 地 域 ）  

第 十 五 条 の 二  法 第 二 十 八 条 第 五 項 第 一 号 ロ に 規 定 す る 条 例 で 定 め る 地 域 は 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る

営 業 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 当 該 下 欄 に 定 め る 地 域 と す る 。  

  

 法 第 二 条 第 六 項 第 一 号 及 び 第 二 号 の 営 業  別 表 に 掲 げ る 地 域   



 法 第 二 条 第 六 項 第 三 号 か ら 第 六 号 ま で の 営 業  第 二 種 地 域 以 外 の 地 域   

２  法 第 三 十 一 条 の 三 第 一 項 に お い て 準 用 す る 法 第 二 十 八 条 第 五 項 第 一 号 ロ に 規 定 す る 条 例 で 定 め る

地 域 は 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 営 業 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 当 該 下 欄 に 定 め る 地 域 と す る 。  

  

 法 第 二 条 第 七 項 第 一 号 の 営 業  別 表 に 掲 げ る 地 域   

 法 第 二 条 第 七 項 第 二 号 の 営 業  第 二 種 地 域 以 外 の 地 域   

３  法 第 三 十 一 条 の 八 第 一 項 に お い て 準 用 す る 法 第 二 十 八 条 第 五 項 第 一 号 ロ に 規 定 す る 条 例 で 定 め る

地 域 は 、 第 二 種 地 域 以 外 の 地 域 と す る 。  

追 加 〔 平 成 一 〇 年 条 例 五 一 号 〕 、 一 部 改 正 〔 平 成 一 三 年 条 例 六 三 号 ・ 二 二 年 四 四 号 〕  

（ 店 舗 型 電 話 異 性 紹 介 営 業 の 禁 止 区 域 の 基 準 と な る 施 設 等 ）  

第 十 五 条 の 三  法 第 三 十 一 条 の 十 三 第 一 項 に お い て 準 用 す る 法 第 二 十 八 条 第 一 項 に 規 定 す る 条 例 で 定

め る 施 設 は 、 第 十 三 条 各 号 に 掲 げ る 施 設 と す る 。  

２  店 舗 型 電 話 異 性 紹 介 営 業 は 、 第 二 種 地 域 以 外 の 地 域 に お い て 、 こ れ を 営 ん で は な ら な い 。  

３  法 第 三 十 一 条 の 十 三 第 一 項 に お い て 準 用 す る 法 第 二 十 八 条 第 四 項 に 規 定 す る 店 舗 型 電 話 異 性 紹 介

営 業 は 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 地 域 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 当 該 下 欄 に 定 め る 時 間 に お い て 、 こ れ

を 営 ん で は な ら な い 。  

  

 第 二 種 地 域 以 外 の 地 域  午 前 零 時 か ら 午 前 六 時 ま で   

 第 二 種 地 域  午 前 一 時 後 午 前 六 時 ま で   

４  法 第 三 十 一 条 の 十 三 第 一 項 に お い て 準 用 す る 法 第 二 十 八 条 第 五 項 第 一 号 ロ に 規 定 す る 条 例 で 定 め

る 地 域 は 、 第 二 種 地 域 以 外 の 地 域 と す る 。  

追 加 〔 平 成 一 三 年 条 例 六 三 号 〕 、 一 部 改 正 〔 平 成 二 七 年 条 例 六 九 号 〕  

（ 無 店 舗 型 電 話 異 性 紹 介 営 業 の 広 告 又 は 宣 伝 の 制 限 地 域 ）  

第 十 五 条 の 四  法 第 三 十 一 条 の 十 八 第 一 項 に お い て 準 用 す る 法 第 二 十 八 条 第 五 項 第 一 号 ロ に 規 定 す る

条 例 で 定 め る 地 域 は 、 第 二 種 地 域 以 外 の 地 域 と す る 。  

追 加 〔 平 成 一 三 年 条 例 六 三 号 〕  

（ 特 定 遊 興 飲 食 店 営 業 の 営 業 所 設 置 許 容 地 域 ）  

第 十 五 条 の 五  法 第 三 十 一 条 の 二 十 三 に お い て 準 用 す る 法 第 四 条 第 二 項 第 二 号 に 規 定 す る 条 例 で 定 め

る 地 域 は 、 次 の 各 号 の い ず れ に も 該 当 す る 地 域 と す る 。  

一  第 一 種 地 域 以 外 の 地 域 の う ち 、 次 の い ず れ に も 該 当 す る 地 域 と し て 、 千 葉 県 公 安 委 員 会 が 告 示

に よ り 指 定 し た 地 域 で あ る こ と 。  

イ  次 の い ず れ か に 該 当 す る 地 域 で あ る こ と 。  

(イ ) 風 俗 営 業 等 密 集 地 域  

(ロ ) 風 俗 営 業 等 密 集 地 域 以 外 の 地 域 の う ち 、 深 夜 に お い て 一 平 方 キ ロ メ ー ト ル に つ き お お む

ね 百 人 以 下 の 割 合 で 人 が 居 住 す る 地 域  

ロ  次 に 掲 げ る 地 域 で な い こ と 。  

(イ ) 住 居 集 合 地 域  

(ロ ) 住 居 集 合 地 域 以 外 の 地 域 の う ち 、 住 居 の 用 に 併 せ て 商 業 又 は 工 業 の 用 に 供 さ れ て い る 地

域 で 、 住 居 が 相 当 数 集 合 し て い る た め 、 深 夜 に お け る 当 該 地 域 の 風 俗 環 境 の 保 全 に つ き 特 に

配 慮 を 必 要 と す る も の  

(ハ ) (イ )又 は (ロ )に 掲 げ る 地 域 に 隣 接 す る 地 域 （ 当 該 地 域 が 風 俗 営 業 等 密 集 地 域 に 該 当 す る

場 合 に あ つ て は 、 幹 線 道 路 の 各 側 端 か ら 外 側 お お む ね 五 十 メ ー ト ル を 限 度 と す る 区 域 内 の 地

域 を 除 く 。 ）  

二  児 童 福 祉 法 第 七 条 第 一 項 に 規 定 す る 児 童 福 祉 施 設 （ 同 項 に 規 定 す る 児 童 厚 生 施 設 及 び 児 童 発 達

支 援 セ ン タ ー を 除 く 。 ） 又 は 医 療 法 第 一 条 の 五 第 一 項 に 規 定 す る 病 院 若 し く は 同 条 第 二 項 に 規 定

す る 診 療 所 の 敷 地 （ こ れ ら の 用 に 供 す る も の と 決 定 し た 土 地 を 含 む 。 ） の 周 囲 五 十 メ ー ト ル （ 営

業 所 が 第 二 種 地 域 以 外 の 地 域 内 に あ る 場 合 に あ つ て は 、 七 十 メ ー ト ル ） 以 内 の 地 域 で な い こ と 。  

追 加 〔 平 成 二 七 年 条 例 六 九 号 〕  

（ 特 定 遊 興 飲 食 店 営 業 に 係 る 騒 音 及 び 振 動 の 数 値 ）  



第 十 五 条 の 六  法 第 三 十 一 条 の 二 十 三 に お い て 準 用 す る 法 第 十 五 条 に 規 定 す る 条 例 で 定 め る 騒 音 に 係

る 数 値 は 、 五 十 デ シ ベ ル （ 営 業 所 が 第 一 種 地 域 内 に あ る 場 合 に あ つ て は 、 四 十 デ シ ベ ル ） と す る 。  

２  法 第 三 十 一 条 の 二 十 三 に お い て 準 用 す る 法 第 十 五 条 に 規 定 す る 条 例 で 定 め る 振 動 に 係 る 数 値 は 、

五 十 五 デ シ ベ ル と す る 。  

追 加 〔 平 成 二 七 年 条 例 六 九 号 〕  

（ 特 定 遊 興 飲 食 店 営 業 者 の 遵 守 事 項 ）  

第 十 五 条 の 七  法 第 二 条 第 十 二 項 の 特 定 遊 興 飲 食 店 営 業 者 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 事 項 を 遵 守 し な け れ

ば な ら な い 。  

一  営 業 所 で 卑 わ い な 行 為 そ の 他 善 良 の 風 俗 を 害 す る 行 為 を し 、 又 は 客 に こ れ ら の 行 為 を さ せ な い

こ と 。  

二  客 の 求 め な い 飲 食 物 を 提 供 し な い こ と 。  

三  営 業 時 間 中 に お い て 、 営 業 所 入 口 及 び 客 室 に 施 錠 を し 、 又 は さ せ な い こ と 。  

四  特 定 遊 興 飲 食 店 営 業 の 用 に 供 す る 家 屋 又 は 施 設 で 店 舗 型 性 風 俗 特 殊 営 業 又 は 店 舗 型 電 話 異 性 紹

介 営 業 を 営 ま な い こ と 。  

五  営 業 所 で 賭 博 類 似 行 為 そ の 他 著 し く 射 幸 心 を そ そ る お そ れ の あ る 行 為 を し 、 又 は 客 に こ れ ら の

行 為 を さ せ な い こ と 。  

六  著 し く 射 幸 心 を そ そ る お そ れ の あ る 方 法 で 営 業 し な い こ と 。  

追 加 〔 平 成 二 七 年 条 例 六 九 号 〕  

（ 深 夜 に お け る 飲 食 店 営 業 に 係 る 騒 音 及 び 振 動 の 数 値 ）  

第 十 六 条  法 第 三 十 二 条 第 二 項 に お い て 準 用 す る 法 第 十 五 条 に 規 定 す る 条 例 で 定 め る 騒 音 に 係 る 数 値

は 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 地 域 ご と に 、 そ れ ぞ れ 当 該 下 欄 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

  

 地 域  数 値   

 第 一 種 地 域  四 十 デ シ ベ ル   

 第 一 種 地 域 以 外 の 地 域  五 十 デ シ ベ ル   

２  法 第 三 十 二 条 第 二 項 に お い て 準 用 す る 法 第 十 五 条 に 規 定 す る 条 例 で 定 め る 振 動 に 係 る 数 値 は 、 五

十 五 デ シ ベ ル と す る 。  

一 部 改 正 〔 平 成 一 〇 年 条 例 五 一 号 〕  

（ 深 夜 に お け る 酒 類 提 供 飲 食 店 営 業 の 禁 止 地 域 ）  

第 十 七 条  深 夜 に お け る 酒 類 提 供 飲 食 店 営 業 は 、 第 一 種 地 域 に お い て 、 こ れ を 営 ん で は な ら な い 。  

一 部 改 正 〔 平 成 一 〇 年 条 例 五 一 号 〕  

（ 風 俗 環 境 保 全 協 議 会 を 置 く 地 域 ）  

第 十 八 条  法 第 三 十 八 条 の 四 第 一 項 に 規 定 す る 条 例 で 定 め る 地 域 は 、 第 六 条 第 二 項 又 は 第 十 五 条 の 五

第 一 号 の 規 定 に よ り 指 定 し た 地 域 と す る 。  

追 加 〔 平 成 二 七 年 条 例 六 九 号 〕  

附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は 、 昭 和 六 十 年 二 月 十 三 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 風 俗 営 業 等 取 締 法 施 行 条 例 の 廃 止 ）  

２  風 俗 営 業 等 取 締 法 施 行 条 例 （ 昭 和 三 十 四 年 千 葉 県 条 例 第 六 号 ） は 、 廃 止 す る 。  

附  則 （ 昭 和 六 十 一 年 七 月 三 十 日 条 例 第 三 十 一 号 ）  

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 平 成 元 年 二 月 二 十 三 日 条 例 第 十 七 号 ）  

こ の 条 例 は 、 平 成 元 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 平 成 三 年 二 月 二 十 二 日 条 例 第 二 号 ）  

こ の 条 例 は 、 平 成 三 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 （ 後 略 ）  

附  則 （ 平 成 四 年 三 月 二 十 六 日 条 例 第 五 十 五 号 ）  

こ の 条 例 は 、 平 成 四 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 平 成 四 年 三 月 二 十 六 日 条 例 第 五 十 六 号 ）  



こ の 条 例 は 、 平 成 四 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 平 成 四 年 十 月 十 六 日 条 例 第 七 十 一 号 ）  

こ の 条 例 中（ 中 略 ）第 二 条 の 規 定 は 公 布 の 日 か ら 、第 三 条 の 規 定 は 医 療 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律（ 平

成 四 年 法 律 第 八 十 九 号 ） 附 則 第 一 条 の 政 令 で 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 平 成 七 年 三 月 十 日 条 例 第 二 十 九 号 ）  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 条 例 の 施 行 の 際 現 に 都 市 計 画 法 及 び 建 築 基 準 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 四 年 法 律 第 八 十

二 号 ） 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 都 市 計 画 法 （ 昭 和 四 十 三 年 法 律 第 百 号 ） の 規 定 に よ り 定 め ら れ

て い る 都 市 計 画 区 域 内 の 用 途 地 域 に 関 し て は 、 同 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 都 市 計 画 法 第 二 章 の 規 定

に よ り 行 う 用 途 地 域 に 関 す る 都 市 計 画 の 決 定 に 係 る 同 法 第 二 十 条 第 一 項 （ 同 法 第 二 十 二 条 第 一 項 に

お い て 読 み 替 え る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 告 示 が あ っ た 日 ま で の 間 は 、 改 正 前 の 風 俗 営 業 等 の

規 制 及 び 業 務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 施 行 条 例 第 二 条 第 一 号 イ の 規 定 は 、 な お そ の 効 力 を 有 す る 。  

附  則 （ 平 成 八 年 三 月 二 十 五 日 条 例 第 十 五 号 ）  

こ の 条 例 は 、 平 成 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 平 成 十 年 十 二 月 二 十 二 日 条 例 第 五 十 一 号 ）  

こ の 条 例 は 、 平 成 十 一 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 五 条 第 一 項 第 三 号 の 改 正 規 定 及 び 第 十

三 条 の 改 正 規 定 （ 「 同 条 第 三 項 」 を 「 同 条 第 二 項 」 に 改 め る 部 分 に 限 る 。 ） は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す

る 。  

附  則 （ 平 成 十 二 年 三 月 二 十 四 日 条 例 第 三 十 九 号 ）  

こ の 条 例 は 、 平 成 十 二 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 平 成 十 三 年 二 月 二 十 三 日 条 例 第 二 十 三 号 ）  

こ の 条 例 は 、 医 療 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 十 二 年 法 律 第 百 四 十 一 号 ） の 施 行 の 日 か ら 施 行

す る 。  

附  則 （ 平 成 十 三 年 二 月 二 十 三 日 条 例 第 二 十 五 号 ）  

こ の 条 例 は 、 平 成 十 三 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 平 成 十 三 年 十 二 月 二 十 一 日 条 例 第 六 十 三 号 ）  

こ の 条 例 は 、 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 十 三

年 法 律 第 五 十 二 号 ） の 施 行 の 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 平 成 十 四 年 三 月 二 十 六 日 条 例 第 三 十 七 号 抄 ）  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は 、 平 成 十 四 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 平 成 十 七 年 二 月 二 十 二 日 条 例 第 四 十 四 号 抄 ）  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は 、 平 成 十 七 年 三 月 二 十 八 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 平 成 十 七 年 四 月 八 日 条 例 第 四 十 九 号 抄 ）  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は 、 平 成 十 七 年 七 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 平 成 十 七 年 十 月 二 十 五 日 条 例 第 百 一 号 抄 ）  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 の 規 定 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。  

一  （ 前 略 ） 第 二 十 七 条 （ 中 略 ） の 規 定  平 成 十 七 年 十 二 月 五 日  

二  （ 前 略 ） 第 二 十 八 条 （ 中 略 ） の 規 定  平 成 十 八 年 一 月 二 十 三 日  

三  （ 前 略 ） 第 二 十 九 条 （ 中 略 ） の 規 定  平 成 十 八 年 三 月 二 十 日  

四  （ 前 略 ） 第 三 十 条 （ 中 略 ） の 規 定  平 成 十 八 年 三 月 二 十 七 日  

附  則 （ 平 成 十 八 年 三 月 三 十 日 条 例 第 三 十 号 ）  

こ の 条 例 は 、 平 成 十 八 年 五 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 平 成 十 八 年 七 月 十 四 日 条 例 第 四 十 五 号 ）  

こ の 条 例 は 、 平 成 十 八 年 十 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  



附  則 （ 平 成 二 十 二 年 九 月 二 十 四 日 条 例 第 四 十 四 号 ）  

こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 三 年 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 平 成 二 十 四 年 十 二 月 二 十 一 日 条 例 第 百 一 号 ）  

こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 五 年 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 平 成 二 十 七 年 三 月 二 十 日 条 例 第 十 八 号 ）  

こ の 条 例 は 、 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 法 及 び 就 学 前 の 子 ど も に 関 す る 教 育 、 保 育 等 の 総 合 的 な 提 供 の 推

進 に 関 す る 法 律 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 施 行 に 伴 う 関 係 法 律 の 整 備 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 二 十 四 年 法

律 第 六 十 七 号 ） の 施 行 の 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 平 成 二 十 七 年 十 二 月 二 十 五 日 条 例 第 六 十 九 号 抄 ）  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は 、 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 二

十 七 年 法 律 第 四 十 五 号 ） の 施 行 の 日 か ら 施 行 す る 。  

別 表 （ 第 七 条 、 第 十 四 条 第 一 項 第 一 号 及 び 第 二 項 並 び に 第 十 五 条 の 二 第 一 項 及 び 第 二 項 ）  

千 葉 市 （ 中 央 区 栄 町 の う ち 、 栄 町 三 十 五 番 十 四 号 先 の 富 栄 橋 か ら 栄 町 三 十 一 番 六 号 先 交 差 点 ま で の

道 路 、 栄 町 三 十 一 番 六 号 先 交 差 点 か ら 栄 町 二 十 四 番 五 号 先 交 差 点 ま で の 道 路 及 び 栄 町 二 十 四 番 五 号 先

か ら 栄 町 二 十 七 番 二 号 先 を 経 由 し 、 栄 町 七 番 一 号 先 交 差 点 ま で の 道 路 以 北 の 区 域 を 除 く 。 ）  

銚 子 市  

市 川 市  

船 橋 市  

館 山 市  

木 更 津 市  

松 戸 市  

野 田 市  

茂 原 市  

成 田 市  

佐 倉 市  

東 金 市  

旭 市  

習 志 野 市  

柏 市  

勝 浦 市  

市 原 市  

流 山 市  

八 千 代 市  

我 孫 子 市  

鴨 川 市  

鎌 ケ 谷 市  

君 津 市  

富 津 市  

浦 安 市  

四 街 道 市  

袖 ケ 浦 市  

八 街 市  

印 西 市  

白 井 市  

富 里 市  

南 房 総 市  

匝 瑳 市  

香 取 市  

山 武 市  



い す み 市  

大 網 白 里 市  

印 旛 郡  

香 取 郡  

山 武 郡  

長 生 郡  

夷 隅 郡  

安 房 郡  

一 部 改 正 〔 平 成 三 年 条 例 二 号 ・ 四 年 五 五 号 ・ 五 六 号 ・ 八 年 一 五 号 ・ 一 〇 年 五 一 号 ・ 一 三 年

二 五 号 ・ 一 四 年 三 七 号 ・ 一 七 年 四 四 号 ・ 四 九 号 ・ 一 〇 一 号 ・ 一 八 年 三 〇 号 ・ 二 四 年 一 〇 一

号 〕  


